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はじめに

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、経営に大きな影響
を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とし
ていただくため、事業全般に広く使える応援金を支給します。

事業収入（売上）の減少率に応じて最大5０万円を支給

※ただし、2019年２月～５月の総売上から2020年対象月の売上×４か月を差し引い
た額が原則の上限額です。

■支給額の算定方法（詳しくはP８～P12参照）
2019年２月～５月までの総売上 ー (2020年対象月の売上×４か月)＝応援金（上限あり）

【対象月の考え方】

2020年２月から５月までの間で、１か月あたりの事業収入（売上）が前年同月比で
30％以上50％未満減少している月。ただし、複数対象となる月がある場合は、以下の例
にあるように最も減少率の高い月が対象月となります。

【例】

伊達市内に事業所のある事業者及び

フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。

※フリーランスの場合は、伊達市に住民票があることが条件

伊達市がんばる事業者応援金とは？

支給額

支給対象者

対象月 単位：万円

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

60 70 53 55 55 70 80 65 40 50 60 100

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

50 40 35 28 35 ー ー ー ー ー ー ー

減少率 17% 43% 34% 49% 36% ー ー ー ー ー ー ー

2019年

2020年
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申請の手続き

１ 申 請 の 要 件 を 確 認 す る

２ 申 請 書 の 作 成
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１申請書の要件を確認する（支給対象者）

●支給対象者

下記の（１）から（６）の要件をすべて満たすことが必要です。

（１）伊達市内に事業所があること

フリーランスなど、自ら設置した事業所がない場合は、

令和２年２月１日以前から引き続き伊達市内に

住民登録していることが必要です。

（２）新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2020年２月から５月

までの間で、事業収入が最も減少した月が前年同月比で30%以上

50%未満減少している月があること

（３）2019年12月31日までに開業し、申請日以降も伊達市内で事業を

継続する意思があること

（４）資本金が10億円未満であること

（５）原則、市税の滞納がないこと

（６）確定申告等を行っていること又は申告予定であること

■ 支 給 対 象 者

※注意※一度支給を受けた方は、再申請することができません。
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１申請書の要件を確認する（不支給要件）

●不支給要件

下記の（１）から（８）のいずれかに該当する場合は、支給対象外になり

ます。

（１）2020年２月から５月までの間で、１か月当たりの事業収入が前年

同月比で50％以上減少している月があること

※国の「持続化給付金」の申請をご検討ください

（２）農業、林業又は漁業を営む者

（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律 （昭和23年

法律第122号）に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業

に係る接客業務受託営業を行う者

（４）宗教上の組織又は団体

（５）政治団体

（６）既に本応援金又は伊達飲食店組合が実施する緊急つなぎ給付金

の給付を受けた者

（７）伊達飲食店組合が実施する緊急つなぎ給付金の受給要件を満たし

ている者

（８） （１）から（７）までに掲げるもののほか、応援金の趣旨及び目的

に照らして適当でないと実行委員会が判断するもの

■ 不 支 給 要 件
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１申請書の要件を確認する（申請期間・方法）

（１）申請期間

令和２年６月15日から令和２年８月31日まで

※令和２年８月31日の消印有効

（２）申請方法

下記の宛先に原則郵送による申請となります。

申請書及び証拠書類等を同封の上、簡易書留やレターパックなど

追跡可能な方法により、下記宛先に郵送してください。

（３）申請書の設置場所

申請書は伊達商工会議所または伊達市役所第２庁舎経済環境

部商工観光課（保健センターの２階）に設置しております。

■申請期間・方法

（宛先）
〒052-0015 伊達市旭町24
伊達市新型コロナウイルス感染症
緊 急 経 済 対 策 実 行 委 員 会
（伊達商工会議所内）
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１申請書の要件を確認する（申請書類）

（１）青色申告を行っている場合

■伊達市がんばる事業者応援金交付申請書兼請求書（様式第１号）

■支給額算定書（様式第２号）

■添付書類

申請内容を証明する書類等（証拠書類等）

①確定申告書類の写し（P21参照）

確定申告書第一表の写し（１枚）

所得税青色申告決算書の写し（２枚）

②2020年２月から５月までの売上高を示した帳簿（P26参照）

③申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し（P27参照）

④本人確認書類（P28参照）

⑤誓約書兼同意書（様式第３号）

⑥その他実行委員会が必要と認める資料

（２）白色申告を行っている場合

■伊達市がんばる事業者応援金交付申請書兼請求書（様式第１号）

■支給額算定書（様式第２号）

■添付書類

申請内容を証明する書類等（証拠書類等）

①確定申告書類の写し（P22参照）

確定申告書第一表の写し（１枚）

②2020年２月から５月までの売上高を示した帳簿（P26参照）

③申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し（P27参照）

④本人確認書類（P28参照）

⑤誓約書兼同意書（様式第３号）

⑥その他実行委員会が必要と認める資料

■申請に必要な書類
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１申請書の要件を確認する（誓約・同意事項）

①伊達市がんばる事業者応援金の交付の要件にすべて該当すること

②申請日時点において、国の「持続化給付金」を申請していないこと

③暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条に規定するもの）又は暴力団員の密接関係者（北海道暴力団の

排除の推進に関する条例施行規則（平成２３年北海道公安委員会規則第４

号）第３条に規定するもの）が本件申請にかかわっていないこと

④破産、会社更生、民事再生、特別清算その他倒産等に関する法律のいずれかに係る

手続きについて申し立てを行っていないこと

⑤申請内容に虚偽や不正がないこと

⑥申請内容に虚偽や不正があった場合には、伊達市がんばる事業者応援金の申請を

取り下げ、応援金の支給後に発覚した場合は応援金を全額返還すること

⑦納税の義務を果たすこと

⑧国の機関や地方公共団体から求めがあった場合に、申請に係る事業者等の情報を提

供すること

⑨新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業を適切かつ円滑に実施するため、実行

委員会の協力員となり、実行委員会が実施する調査等に協力すること

■誓約 ・同意事項
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１申請書の要件を確認する（支給額の算定方法）

応援金の支給額は、2019年の２月から５月までの総事業収入（売上高）から2020年の対象月

（ ２月から５月の間で前年同月比で最も減少率が高く30％以上50％未満となる月）の事業収入

に４を乗じて得た額を差し引いた額が原則の上限額となります。

また、対象月の事業収入（売上高）の減少率に応じて以下のとおり上限額が決まります。

●算定式

2019年の２月から５月までの総売上 － 2020年対象月の売上×４＝応援金（上限あり）

※上限額の設定

対象月の減少率が30％以上40％未満 ⇒ ３０万円上限

対象月の減少率が40％以上50％未満 ⇒ 5０万円上限

●対象月の考え方

①支給対象となる場合

【例】

※この場合は、複数の月で30％以上50％未満となっていますが、最も減少率が高い４月

（45％）が対象月となり、応援金の上限額が50万円となります。

②支給対象外となる場合

【例】

※この場合は、最も減少率が高い４月の減少率が70％で50％以上のため、 応援金の

対象となりません。こちらの場合は、国の「持続化給付金」の申請をご検討ください。

■支給額の算定方法

対象月 単位：万円

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

対象外 85 65 55 70 ー ー ー ー ー ー ー

減少率 ー 15% 35% 45% 30% ー ー ー ー ー ー ー

2019年

2020年

対象月 単位：万円

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

対象外 85 65 30 70 ー ー ー ー ー ー ー

減少率 ー 15% 35% 70% 30% ー ー ー ー ー ー ー

2019年

2020年

※支給額の算定例は、次ページ以降を参考にしてください
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１申請書の要件を確認する（支給額の算定例）

支給額の算定例１（青色申告の場合）

●算定式

S：支給額（上限額は30万円または50万円）

A：2019年の２月から５月の総事業収入

B：2020年の対象月の事業収入

※対象月は、2020年２月から５月の間で、最も売上減少率が高い月

S＝A－B×４
【例】

S：対象月（2020年４月）の減少率が45％⇒上限50万円

A：400万円

B：55万円（2020年２月から５月の間で、最も売上減少率が高い月は45％で４月が対象月）

180万円＝400万円－55万円×４

180万円 ＞ 50万円（上限額）

⇒支給額 50万円

※支給額が上限に達していない場合、千円未満の端数は切り捨てになります

■支給額の算定例（青色申告）

対象月 単位：万円

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

対象外 85 65 55 70 ー ー ー ー ー ー ー

減少率 ー 15% 35% 45% 30% ー ー ー ー ー ー ー

2019年

2020年

※ただし、青色申告を行っている方で、以下の①から③のいずれかに該当する場合は、
次のページの白色申告の方と同じ算定方法になります。
①所得税青色申告決算書を提出していない方
②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない方
③相当の理由により、当該書類を提出できない方
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１申請書の要件を確認する（支給額の算定例）

支給額の算定例２（白色申告の場合）

●算定式

S：支給額（上限額は30万円または50万円）

A：2019年の月平均事業収入

B：2020年の対象月の事業収入

※2020年２月から５月の間で、2019年の月平均事業収入と比較して最も売上減少率が高い月

S＝A×４－B×４

【例】

2019年の年間事業収入：1,200万円

2019年の月平均事業収入：1,200万円÷12か月＝100万円

2020年対象月（最も減少率が高い月）の事業収入：62万円

※2019年の月平均事業収入と2020年対象月の事業収入を比較し、

減少率が38％の４月が最も高い⇒支給上限額が30万円

152万円＝100万円×４－62万円×４

152万円 ＞ 30万円（上限額）

⇒支給額 30万円
※支給額が上限に達していない場合、千円未満の端数は切り捨てになります

■支給額の算定例（白色申告）

単位：万円

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

対象外 85 65 62 70 ー ー ー ー ー ー ー

減少率 ー 15% 35% 38% 30% ー ー ー ー ー ー ー

対象月

2019年

2020年

年間事業収入合計

1,200
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１申請書の要件を確認する（支給額の算定特例）

支給額の算定特例１（新規開業の場合）

2019年１月から12月末までに新規開業した場合は、以下の適用条件をすべて満たすと

新規開業特例の算定方法により申請できます。

●適用条件

①2020年の対象月の事業収入が、2019年の新規開業後の月平均事業収入と比較

して30％以上50％未満となっていること

②追加の証明資料として開業・廃業等届出書などの2019年内に開業したことが証明

できる書類の提出

●算定式

S：支給額（上限額は30万円または50万円）

A：2019年の年間事業収入

M：2019年の開業後の月数（開業した月は、操業日数に関わらず１か月とみなす）

B：2020年の対象月の事業収入

（2020年２月から５月の間で、2019年の月平均事業収入と比較して最も売上減少率が高い月）

S＝A÷M×４－B×４
【例】

2019年開業後の年間事業収入：300万円

2019年の月平均事業収入：300万円÷3か月＝100万円

2020年対象月（最も減少率が高い月）の事業収入：57万円

※2019年の月平均事業収入と2020年対象月の事業収入を比較し、減少率が

43％の５月が最も高い⇒支給上限額が50万円

172万円＝100万円×４－57万円×４

172万円 ＞ 50万円（上限額）

⇒支給額 50万円
※支給額が上限に達していない場合、千円未満の端数は切り捨てになります

■支給額の算定特例（新規開業）

開業月 単位：万円

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

ー ー ー ー ー ー ー ー ー 100 100 100

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

対象外 85 65 60 57 ー ー ー ー ー ー ー

減少率 ー 15% 35% 40% 43% ー ー ー ー ー ー ー

対象月

2020年

2019年
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１申請書の要件を確認する（支給額の算定特例）

支給額の算定特例２（月の事業収入の変動が大きい場合）

月の事業収入に変動が大きい場合は、以下の適用条件をすべて満すと収

入変動特例の算出方法により申請できます。

●適用条件

①2019年の同月と比較して30％以上50％未満となる2020年の対象月

があるが通常の算定式を用いると支給額が発生しない

②2020年対象月の2019年同月において、事業収入が、2019年２月か

ら５月 までの事業収入合計の50％以上占めていること

【例】

この場合は、通常の算定式を用いると、

800万円 － 300万円×４＝▲400万円になり支給されないが、

2019年２月から５月までの事業収入合計800万円のうち2019年５月

の事業収入が500万円で50％以上を占めるため、以下のように算定する。

2019年５月の事業収入 ー 2020年５月の事業収入

500万円 ー 300万円＝200万円

200万円 ＞ 50万円（上限額）※対象月の減少率が40％のため

⇒支給額 50万円
※支給額が上限に達していない場合、千円未満の端数は切り捨てになります

■支給額の算定特例（月の事業収入の変動が大きい事業者）

12

対象月 単位：万円

２月 ３月 ４月 ５月 合計

100 100 100 500 800

２月 ３月 ４月 ５月 合計

100 100 100 300 600

減少率 0% 0% 0% 40%

2019年

2020年



申請の手続き

１ 申 請 の 要 件 を 確 認 す る

２ 申 請 書 の 作 成

13



２申請書の作成（様式第１号）

■申請書兼請求書(表面)の記載例

千 円 未 満 の 端 数 は
切り捨てになりになります

様式第２号において算出した
数字をそのまま記載してください
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２申請書の作成（様式第１号）

■申請書兼請求書(裏面)の記載例

必ず表面の申請者と同じ名義の口座
を 記 入 し て 下 さ い 。

添付漏れを防ぐため、
必 ず ご 確 認 下 さ い 。
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２申請書の作成（様式第２号）

■支給額算定書(青色申告用)の記載例

千 円 未 満 の 端 数 は
切り捨てになりになります

❶と➋は、必ず証拠書類として
提 出 す る 資 料 と数字を一致
さ せ て く だ さ い 。
（ P 2 1 、 2 6 参 照 ）
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こ の ア ル フ ァ ベ ッ ト の 数 字 を
申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に あ る 同 じ
ア ル フ ァ ベ ッ トの 箇 所に その ま ま 記 載 し ま す



２申請書の作成（様式第２号）

■支給額算定書(白色申告用)の記載例

❶と➋は、必ず証拠書類として
提 出 す る 資 料 と数字と一致
さ せ て く だ さ い 。
（ P 2 2 、 2 6 参 照 ）

千 円 未 満 の 端 数 は
切り捨てになりになります

17

こ の ア ル フ ァ ベ ッ ト の 数 字 を
申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に あ る 同 じ
アル フ ァ ベ ッ トの 箇 所に その まま記 載 し ます



２申請書の作成（様式第２号）

■支給額算定書(新規開業特例用)の記載例

❶と➋は、必ず証拠書類として
提 出 す る 資 料 と数字と一致
さ せ て く だ さ い 。
（ P 2 2 , 2 6 参 照 ）

千 円 未 満 の 端 数 は
切り捨てになりになります
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こ の ア ル フ ァ ベ ッ ト の 数 字 を
申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に あ る 同 じ
アル フ ァ ベ ッ トの 箇 所に その まま記 載 し ます



２申請書の作成（様式第２号）

■支給額算定書(収入変動特例用)の記載例

❶と➋は、必ず証拠書類として
提 出 す る 資 料 と数字と一致
さ せ て く だ さ い 。
（ P 2 1 , 2 6 参 照 ）

千 円 未 満 の 端 数 は
切り捨てになりになります
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こ の ア ル フ ァ ベ ッ ト の 数 字 を
申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に あ る 同 じ
アル フ ァ ベ ッ トの 箇 所に その まま記 載 し ます



２申請書の作成（証拠書類等の添付）

●申請の証拠書類として、下記の①から⑥の提出が必要になります。

■ 証 拠 書 類 の 種 類

【原則】
確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印（税務署においてe-
Taxにより申告した場合は、受付日時が印字）されていること。
また、 e-Taxによる申告の場合は、「受信通知書」を添付することが必要で
す。（Ｐ23参照）

【特例１】
収受日付印（税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の
印字）又は受信通知のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告
書類の年度の「納税証明書（その２所得金額用）」（事業所得金額の
記載のあるもの）を提出することで代替することができます。この場合、収受
印等のない確定申告書第一表の控え及び所得税青色申告決算書の控え
を用いることができます。（Ｐ24参照）

【特例２】
確定申告の義務がない場合などは、2019年分の市町村民税・都道府県
民税の申告書類の控え（収受印の押印されたもの）を提出してください。
※収受印のない場合の扱いは、確定申告書第一表に収受日付印のない

場合の扱いに準じます。（Ｐ25参照）

20

証拠書類等の名前 証拠書類等の内容 参照

確定申告書類（青色申告）の写し
〇確定申告書第一表（１枚）

〇所得税青色申告決算書（２枚）
P21

確定申告書類（白色申告）の写し 〇確定申告書第一表（１枚） P22

② 2020年２月から５月までの売上高を示した帳簿等 売上台帳等（任意様式） P26

③ 申請者本人名義の振込先口座の写し
銀行名、支店番号、支店名、口座種別、

口座番号、口座名義人が確認できるもの
P27

④ 本人確認書類の写し 本人確認書類 P28

⑤ 誓約書兼同意書（様式第３号） 実行委員会の指定する様式 P29

⑥ その他実行委員会が必要と認める書類 特例の場合など必要に応じて提出 ー

①



２申請書の作成（証拠書類等の添付①－１青色申告）

●確定申告書第一表の控え（１枚）

●所得税青色申告決算書の控え（２枚）

※確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印（受付日時が印字）されていること

■①ー１確定申告書類 青色申告（計３枚）

■ 確 定 申 告 書 第 一 表 （ １ 枚 ）
窓口 ま た は郵送 に よ り 確定申告 し た場合

■ 所 得 税 青 色 申 告 決 算 書 （ 2 枚 ）

支給額算定書（様式第２ー１号）の
➋前年の売上 を 記 載 す る 際 に 、
こ ち ら の 数 字 を 使 い ま す 。
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２申請書の作成（証拠書類等の添付①－２白色申告）

●確定申告書第一表の控え（１枚）

※2019年分を提出してください。

※確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印（受付日時が印字）されていること

■①ー２確定申告書類 白色申告（計１枚）

■ 確 定 申 告 書 第 一 表 （ １ 枚 ）

支給額算定書（様式第２－２号）の
年間売上合計欄 を 記 載 す る 際 に 、
こ ち ら の 数 字 を 使 い ま す 。
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２申請書の作成（証拠書類等の添付①－３ e-Tax）

■ ① ー ３ 確 定 申 告 書 類 e - T a x
青色申告（４枚）白色申告（２枚）
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２申請書の作成（証拠書類等の添付①の特例１）

■納税証明書（その２所得金額用）（１枚）

■ ① ー ４ 確 定 申 告 書 類
収受日付印または受信通知のいずれも存在しない場合

■ 確 定 申 告 書 第 一 表 （ １ 枚 ）

■ 所 得 税 青 色 申 告 決 算 書 （ 2 枚 ）

■ 確 定 申 告 書 第 一 表 （ １ 枚 ）

収受日付印（受
付日時の印字）ま
たは受信通知のい
ずれも存在しない場
合には、提出する
確定申告書類の年
度の「納税証明書
（その２所得金額
用）」（事業所得
金額の記載のある
もの）を提出するこ
とで代替することが
できます。

※ 納 税 証 明 書 と 併 せ て 提 出 す る 場 合 は 、
収受日付印（受付日時の印字）は不要です

※ 納 税 証 明 書 と 併 せ て 提 出 す る 場 合 は 、
収受日付印（受付日時の印字）は不要です

〈青色申告〉の場合 〈白色申告〉の場合
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２申請書の作成（証拠書類等の添付①の特例２）

●確定申告の義務がない場合などは、2019年分の市町村民税・都道府県民税の

申告書類の控え（収受印の押印されたもの）を提出してください。

※収受印のない場合の扱いは、確定申告書第一表に収受日付印のない場合の

扱いに準じます。（Ｐ24参照）

■①ー５確定申告の義務がない場合など

支給額算定書（様式第２－２号）の
➋前年 の売 上 を 記 載 す る 際 に 、
収入金額（営業等）の数字を使います。
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２申請書の作成（証拠書類等の添付②売上台帳等）

●対象月の事業収入額がわかる売上台帳等を提出してください。

フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、

手書きの売上帳などでも構いません。

■②2020年２月から５月分の売上台帳等

経理ソフトから抽出した売上データ

エクセルで作成した売上データ

手書きの売上帳のコピーなど

26



２申請書の作成（証拠書類等の添付③通帳の写し）

●通帳（申請者名義の口座）の写し

※必ず銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるように

コピー して下さい。

上記が確認できるように、通帳のオモテ面と通帳を開いた１・2ページ目の両方を添付

てください。

※電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を提出

してください。同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳等の画像を

提出してください。

■ ③ 通 帳 の 写 し

※注意※
画像が不鮮明な場合や、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人
が１つでも確認できない場合は、振込ができず、応援金のお支払いができません！
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２申請書の作成（証拠書類等の添付④本人確認書類）

●本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できる

かたちで提出してください。

（1）運転免許証（両面）（返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。）

（2）個人番号カード（オモテ面のみ）

（3）写真付きの住民基本台帳カード（オモテ面のみ）

（4）在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書（在留の資格が特別永住者のものに限る。）※両面

※いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のもの

に限ります。

なお、（1）から（4）を保有していない場合は、（5）又は（6）で代替することができるものとします。

（5）住民票の写し及びパスポートの両方※パスポートは顔写真の掲載されているページ

（6）住民票の写し及び各種健康保険証の両方

■ ④ 本 人 確 認 書 類

（2）

（3）（1）

（4）

（5） （6）
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２申請書の作成（証拠書類等の添付⑤誓約書兼同意書）

誓約事項及び同意事項の内容についてご確認の上、ご署名お願いいたします。

■ ⑤ 誓 約 書 兼 同 意 書
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２申請書の作成（申請後の流れ・不正受給時の対応）

●申請頂いた内容・証拠書類等の確認をさせて頂きます。

不明な点が発生した場合は、申請書に記載頂きました連絡先へ連絡をさせて頂きます

ので、ご対応をお願いいたします。

●審査が終了した際には、支給決定通知書（様式第４号）を送付させて頂きます。

なお、不支給の場合は、不支給決定通知書（様式第５号）を送付させて頂きます。

通知が到着した際には、内容をご確認ください。

※通知の到着前に振込が行われる場合もあることをご了承ください。

■ 申 請 後 の 流 れ

●提出された証拠書類について、不審な点が見られる場合は、調査を行うことがあります。

●調査の結果、不正受給と判断された場合、支給した応援金の返還を求めることがありま

す。

■ 不 正 受 給 時 の 対 応

※申請に必要な手続きは以上になります。

伊達市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策実行委員会

住所：伊達市旭町24 （伊達商工会議所内）

電話：0142－23－2222  受付時間：９時～17時

伊達市がんばる事業者応援金相談窓口

持続化給付金などを装った詐欺にご注意下さい！！
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